
配置従事届とは

配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとす
るときは、その氏名、配置販売に従事しようとする区域その他厚生労働
省令で定める事項を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都
道府県知事に届け出なければなりません。（薬機法第32条）

配置従事届



各保健所（部）の電子申請窓口をクリックすると、申請画面に進みます。

申請手続きの内容を確認してください。

「ログインして申請に進む」
をクリックしてください。

電子申請の方法
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アカウント情報を入力してログインしてください。

電子申請の方法
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1. 利用規約を確認して同意するに
チェックを入れてください。

2. 「申請に進む」をクリックしてくださ
い。

電子申請の方法
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申請者が個人の場合 申請者が法人の場合

入力フォームにそって申請者の情報を入力してください。

電子申請の方法

5



配置従事を行う年を入力してください。
※配置従事届の提出は年単位です。

電子申請の方法
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入力フォームにそって配置販売業者
に関する情報を入力してください。

電子申請の方法
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配置従事者に関する情報を入力
してください。

※住所は住民票どおりに入力して
ください。

電子申請の方法
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入力フォームにそって従事期間
及び区域を入力してください。

電子申請の方法
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1. すべての入力が終了すると、申請内容の確
認画面に移ります。内容に間違いがないか
を確認してください。

2. 間違いがなければ「この内容で申請する」を
クリックしてください。

電子申請の入力はこれで終了です。

1. 「申請受付」の通知が届きますので確認してください。

2. 受付後、確認処理が完了すると「処理完了」の通知が届きますので確認してください。

以上で配置従事届の手続き完了です。

電子申請後について

電子申請の方法
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